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【主担当部局：医療保健部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県民一人ひとりが感染予防に自主的に取り組むとともに、感染症が発生した際は、地域社会全体が

的確な情報に基づき、速やかに感染拡大防止策をとることにより、県民が安心して暮らせる環境が整

っています。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

危険性の高い
感染症発生数
のうち集団発
生が抑止でき
た割合 

 100％ 

 

100％  100％ 

100％     

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく、一、二、三類感染
症発生数のうち、集団発生が抑止できた割合 

３年度目標値 
の考え方 

一、二、三類感染症の集団発生を起こさない、もしくは小規模に抑えることが重要であるた
め、患者発生数のうち、集団発生を抑止できた数の割合を 100％とすることを目標として設
定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

感染症危機管理

に関する訓練実

施率 

 100％ 

 

100％        100％ 

80.0％           

定期接種におけ

る麻しん、風し

んワクチンの接

種率 

 100％ 

 

100％        100％ 

95.0％           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ「守る」～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～ 

 Ⅰ－１ 防災対策 

   Ⅰ－１－１ 防災対策の推進   

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

感染症の予防と拡大防止対策の推進 

 

 



現状と課題 

 ①新型コロナウイルス感染症について、陽性者、接触者等に対する疫学調査・健康観察等に取り組む

とともに、季節性インフルエンザ流行時期には、新型コロナウイルス感染症との判別が困難な患者

の増加が予想されることから、新たに診療・検査体制を整備し、「帰国者・接触者相談センター」

から名称を変更した「受診・相談センター」において、相談する医療機関に迷う場合を含めた県民

からの相談に対応しているところです。また、ＰＣＲ検査機器の追加配備や行政検査協力医療機関

の拡大などにより、検査体制の拡充に取り組んでおり、さらに、診療・検査医療機関等に対して、

感染防止対策のための設備整備や防護具等の支援を行っています。医療提供体制については、患者

を受け入れる病床の確保に加え、宿泊療養施設を確保する仕組みを構築しており、加えて、自宅療

養を実施するための体制整備にも取り組んでいるところです。状況は刻一刻と変化していることか

ら、新型コロナウイルス感染症の発生動向を注視し、緊急度に応じて順次対策を講じていく必要が

あります。 

 ②新型コロナウイルス感染症によるクラスター（感染者集団）発生時には、クラスター対策グループ

を派遣し感染拡大防止に取り組んでいます。また、国のクラスター班と連携するとともに、県内の

医療機関の協力を得ながら、感染対策に対応できる医療従事者を派遣しています。感染症の発生を

早期に探知し、感染拡大を防止するためには、施設や地域において感染症に対応することができる

人材のほか、発生状況の分析ができる人材を育成する必要があります。 

 ③感染症の予防や感染拡大防止については、その知識の普及啓発や流行状況に応じた情報発信が必要

であることから、県民等へ感染予防の普及啓発を行うとともに、感染症発生動向調査システム等を

活用した、感染症発生情報の収集・解析、関係機関や県民への情報提供に取り組んでいくことが必

要です。 

 ④発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、感染症指定医療機関等の運営や設備整備へ

の支援、備蓄している抗インフルエンザ薬等の更新を行っています。感染症発生時は、医療機関、

消防、警察等の関係機関と連携した対応が重要となることから、連絡会議等を活用し、連携体制の

充実を図る必要があります。 

 ⑤エイズやウイルス性肝炎の早期発見と感染拡大防止のため、保健所における無料のＨＩＶ検査やＢ

型・Ｃ型肝炎ウイルス検査、委託医療機関における無料のＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施する

とともに、普及啓発を行っています。また、肝炎ウイルス検査陽性者等の重症化を予防するため、

フォローアップ事業や検査費用の助成を実施しています。エイズやウイルス性肝炎の感染拡大や発

病の予防には早期発見と適切な医療が重要であることから、引き続き、これらの取組を進めていく

必要があります。 

 ⑥結核は、集団感染のリスクが高く、早期発見と治療の完遂が重要なため、健康診断や医療費の助成、

訪問指導、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）、接触者健診、結核菌分子疫学的解析等を実施し、感染

拡大を防止しています。県内の結核新規登録患者数は横這いの状況であるものの、高齢者や外国人

患者への対応の増加等が課題となるため、引き続き感染拡大防止対策を継続するとともに、高齢者

や外国人患者への支援を充実する必要があります。また、治療が困難な多剤耐性結核への対応が課

題となっています。 

 

 

 

 

 



 ⑦予防接種については、三重県予防接種センターにおいて、県民や市町、医療機関等からの相談に対

応するとともに、学校、幼稚園、保育所等関係者への研修や市町と連携して健康被害者の救済や接

種率向上、接種間違いの防止等に取り組んでいます。また、先天性風しん症候群の発生予防のため、

妊娠を希望する女性等を対象にした無料の風しん抗体検査に取り組むとともに、市町と連携し、風

しんの追加的対策が円滑に進むよう取り組んでいます。風しんや輸入症例が増加している麻しんに

ついては、全国的にも感染リスクの高い集団を中心とした感染事例が確認されており、医療関係者

が感染する事例も散見されています。両疾患ともワクチン接種により予防が可能であることから、

医療機関等や感染リスクの高い集団に対し、予防接種の勧奨や啓発活動を行う必要があります。 

 

令和３年度の取組方向 

 ①新型コロナウイルス感染症対策において、感染症指定医療機関の病床だけでは全ての新型コロナウ

イルス感染症の入院患者に対応できないことから、患者の受け入れに必要な医療提供体制を確保す

るため、医療機関における入院受入病床や宿泊療養施設を確保するとともに、新型コロナウイルス

をはじめとする感染症に対応するために必要な防護具などの資機材について、緊急時に対応できる

よう計画的な備蓄を進めます。 

 ②医療機関や施設等における感染症のクラスター発生時に備え、医療機関等の従事者や保健所職員、

検査機関の検査員等、感染拡大防止対策に対応できる人材を育成します。 

 ③感染症の予防や感染拡大防止を図るため、県民等へ感染予防の普及啓発を行うとともに、感染症発

生動向調査システム等を活用した、感染症発生情報の収集・解析、関係機関や県民への情報提供に

取り組みます。 

 ④発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、感染症指定医療機関等の運営や設備整備へ

の支援、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬等の更新を行います。また、感染症発生時は、

医療機関、消防、警察等の関係機関との連携した対応が重要となることから、関係機関と協力し、

県内の全保健所で訓練を実施するなど連携体制の充実を図ります。 

 ⑤エイズやウイルス性肝炎の早期発見に向け、保健所が実施しているＨＩＶ検査や肝炎ウイルス検査

の普及啓発を行い、検査受診者数の増加をめざします。また、正しい知識や検査の必要性を啓発す

ることにより感染拡大防止を図るとともに、陽性者が安心して治療を受けることができるよう、相

談体制の充実に取り組みます。加えて、肝炎ウイルス検査陽性者等を対象に、重症化予防のための

フォローアップ事業や検査費用の助成を実施するとともに、啓発を行うことで制度利用者の増加を

図ります。 

 ⑥結核については、早期発見と適切な治療につながるよう、引き続き、健康診断や医療費の助成、訪

問指導、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）、接触者健診、結核菌分子疫学的解析等を実施します。な

お、増加する高齢者や外国人の結核患者に対応するため、施設の管理者や関係者を対象とした研修

会等を開催するとともに、関係者と連携し治療完遂に向けた支援の充実を図ります。また、多剤耐

性結核など耐性菌を原因とする疾患は、治療が長期化する恐れがあることから、抗菌薬の適正使用

推進に取り組みます。 

 ⑦三重県予防接種センターにおいて、県民や市町、医療機関等からの相談対応や、予防接種要注意者

および渡航者等に対する予防接種を実施していきます。また、先天性風しん症候群の発生予防のた

め、引き続き、妊娠を希望する女性等を対象にした無料の風しん抗体検査に取り組むとともに、市

町と連携し、風しんの追加的対策が円滑に進むよう取り組みます。なお、風しんや輸入症例による

患者が増加している麻しんについては、医療機関等を対象に研修会の開催やワクチン接種などの予

防対策の普及啓発に取り組みます。 



主な事業 

  ①（一部新）防疫対策事業【基本事業名：14602 感染症危機管理体制の整備】 

   予算額：(R2) ７４，７０３千円 → (R3) ３７，８９３，５８０千円 

   事業概要：新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療機関における入院受入病床や宿泊

療養施設の確保、個人防護具等の資機材の計画的な備蓄を行うとともに、感染対策に

従事する職員の人材育成、資質向上に努めます。 

        また、発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、引き続き、感染症指定

医療機関等の運営や設備整備への支援、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬等

の更新を行うとともに、関係機関と協力し、新型インフルエンザ等対策訓練を実施す

るなど連携体制の充実を図ります。 

        さらに、治療困難な感染症の拡大防止対策として、薬剤耐性菌の出現を抑えるための

抗菌薬の適正使用に関する普及啓発を行います。 

 

  ②結核・感染症発生動向調査事業【基本事業名：14601 感染予防のための普及啓発の推進】 

   予算額：(R2) １４，３３５千円 → (R3)  １５，５４３千円 

   事業概要：感染症の流行時期を見据え、県民等へ感染予防の普及啓発を行うとともに、感染症発

生情報を収集・解析し、関係機関や県民に情報提供を行うことで、感染症の発生や感

染拡大の未然防止を図ります。 

 

  ③エイズ等対策費【基本事業名：14603 感染症対策のための相談・検査の推進】 

   予算額：(R2) １２，７２５千円 → (R3) １３，９２８千円 

   事業概要：エイズや肝炎等の無料検査の実施、正しい知識の普及啓発、相談・指導体制の充実等

により、感染拡大防止を図ります。また、肝炎ウイルス検査陽性者等のフォローアッ

プ事業や検査費用の助成を行い、重症化予防を図ります。 

 

  ④結核対策事業【基本事業名：14603  感染症対策のための相談・検査の推進】 

   予算額：(R2) １８，４０４千円 → (R3) ８，２５８千円 

   事業概要：訪問指導、服薬支援（ＤＯＴＳ）、接触者健診、結核菌分子疫学的解析等を実施する

とともに、高齢者や外国人等に対して正しい知識の普及啓発を行い、結核患者の早期

発見や適切な治療につなげるための支援を行います。また、結核医療に従事する医師

や医療従事者の確保を図るため、人材育成や研修に取り組みます。 

 

  ⑤予防接種対策事業【基本事業名：14603  感染症対策のための相談・検査の推進】 

   予算額：(R2) ４１，９０５千円 → (R3) ４０，７４９千円 

   事業概要：三重県予防接種センターにおいて、県民や市町等からの相談対応や海外渡航者等への

予防接種を実施するとともに、市町と連携し、健康被害者の救済や接種率向上、接種

間違いの防止等を図ります。また、風しん麻しん対策として医療機関等を対象にした

研修会の開催や無料の風しん抗体検査を推進するとともに、国の風しんの追加的対策

が円滑に進むよう市町と連携して取り組みます。 

 


